
税額【支給要件】の確認方法について 
 市民税・県民税課税所得証明書の場合                  ※発行には手数料がかかります 

 

 

 

 

 

〇 配偶者が「控除対象配偶者」である場合 

 

 

 

配偶者を扶養している人の課税証明書の中に、市町村ごとに様式は異なりますが、 

「控除対象配偶者」有（あり）の表示か、配偶者控除額 330,000 円の表示があります。 

この場合は、その配偶者を扶養している人の「課税標準額×6％―市の調整控除額」を確認してください。 

この額が 302,699 円以下であれば、基本的には、この課税証明書一通で申請できます。※ 

「配偶者特別
．．

控除」は関係ありませんので注意してください。 

※：この額が 302,700 円以上の場合、確認のため被扶養者の方の証明書を提出していただきます。 

〇 配偶者が「控除対象配偶者」でない場合 

 

 

 

 

親権者（父母）両者の「市民税・県民税（所得）課税証明書」が必要です。 

お二人の算出した金額の合計額が 304,199 円以下の場合、就学支援金の認定が受けられます。 

それぞれ１部（計２部）を添えて申請してください。 

控除対象配偶者の欄か配偶者控除額の欄を探し

ます。「有」か 330,000円の表示があるか確認

します。 

「配偶者を扶養している人の市町村民税の課

税標準額 × 6％ - 市の調整控除の額」が     

30万 2,699円以下か確認します。 

お二人の課税証明書を用意し、それぞれの「課

税標準額 × 6％ - 市の調整控除額」で算出し

た金額を合算します。 

302,700円 

以上であれば 

保護者の「課税標準額 × 6％ - 市の調整控除

の額」で算出した金額を合計した額が 304,199

円以下か確認します。 

「課税標準額」は「総合課税標準

額」と「分離課税標準額」の合計

額を計算に使用します。 

「調整控除額」はこちらを参照。 

サンプル： 
市町村によって様式
は異なります。 


